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平成３１年２月文京区議会定例議会追加提案事項 
 

 

 

１ 文京区国民健康保険条例の一部を改正する条例（文京区例規集第２巻４１７９頁） 

⑴ 提案理由 保険料率等を改定するとともに、国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）

の一部改正に伴い、保険料賦課限度額の改定及び保険料軽減対象の拡大を行うほか、規定

を整備するため、提案する。 

⑵ 改正内容  

ア 特別区国民健康保険事業の調整に関する共通基準に合わせて賦課割合、保険料率等を改定する。 

(ア) 賦課割合の改定（第１５条の４、第１５条の１２及び第１６条の４） 

    ・基礎賦課額の賦課割合 

     所得割：均等割＝６３：３７  →  所得割：均等割＝６２：３８ 

    ・後期高齢者支援金等賦課額の賦課割合 

     所得割：均等割＝６３：３７  →  所得割：均等割＝６２：３８ 

    ・介護納付金賦課額の賦課割合 

     所得割：均等割＝５３：４７  →  所得割：均等割＝５４：４６ 

(イ ) 保険料率等の改定（第１５条の４、第１５条の１２及び第１６条の４） 

    ・基礎賦課額 

     所得割 １００分の７．３２  →  １００分の７．２５ 

     均等割 ３９，０００円    →  ３９，９００円 

    ・後期高齢者支援金等賦課額 

     所得割 １００分の２．２２  →  １００分の２．２４ 

     均等割 １２，０００円    →  １２，３００円 

    ・介護納付金賦課額 

     所得割 １００分の１．３３  →  １００分の１．４１ 

    ※ 介護納付金賦課額の均等割は、改定なし。 

(ウ) 保険料から減額する額の改定（第１９条の２） 

     所得が一定額以下の場合に行う保険料の減額について、保険料率等の改定に伴い、減じる額を

改める。 

    ・７割減額 

     基礎賦課額         ２７，３００円  →  ２７，９３０円 

     後期高齢者支援金等賦課額   ８，４００円  →   ８，６１０円 

    ・５割減額 

基礎賦課額         １９，５００円  →  １９，９５０円 

     後期高齢者支援金等賦課額   ６，０００円  →   ６，１５０円 

    ・２割減額 

     基礎賦課額          ７，８００円  →   ７，９８０円 

     後期高齢者支援金等賦課額   ２，４００円  →   ２，４６０円 

    ※ 介護納付金賦課額から減じる額は、いずれも改定なし。 

イ 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料賦課限度額等を改める。 

 (ア) 保険料賦課限度額の改定（第１５条の８及び第１９条の２） 

  ・基礎賦課限度額 

   ５８０，０００円  →  ６１０，０００円 
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※ 後期高齢者支援金等賦課限度額及び介護納付金賦課限度額は、改定なし。  

 (イ) 保険料軽減対象の拡大（第１９条の２） 

   ⑵ア(ウ)の５割減額を行う基準について被保険者の数等に乗ずる金額を２７万５千円から２８万

円に、２割減額を行う基準について被保険者の数等に乗ずる金額を５０万円から５１万円に引き

上げる。 

ウ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 平成３１年４月１日 


